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１．研究目的･内容

国際社会において重視されている環境分野における市民参加制度について、環境保護先進国の 1 つ

であるイギリスにおける制度構築とそれに関する議論に焦点を当て、いわゆるオーフス条約の促進す

る 3 本柱に沿って検討を行う。

２．研究経過及び成果

私は研究成果刊行助成金を用いて、『イギリス環境行政法における市民参加制度』と題した著書

を 2018 年 1 月 25 日に日本評論社より出版した。本書は、イギリスにおける環境分野における市

民参加制度の構築及びその現状について研究したものである。

1998 年 6 月 25 日にデンマークのオーフスで採択された「環境問題における情報へのアクセス、

意思決定への市民参加及び司法へのアクセスに関する条約」（オーフス条約）の第 1 条は、環境保

護を目的とした市民参加制度について、「①情報アクセス権」、「②意思決定への参加権」、「③司法

アクセス権」という 3 つの権利をあらゆる者に保障することを目的とする旨を規定しており、環

境保護先進国であるイギリスは 2005 年 2 月 24 日に同条約を批准し、これら 3 つの権利（いわゆ

る 3 本柱）の促進に取り組み、大きな成果を挙げている。

 本書の第Ⅰ部は、第 1 の柱である「情報アクセス権」について、オーフス条約批准前からイギ

リスにおいて制度化されていた「公的登録簿制度」を、様々な環境領域に焦点を当て検討を行っ

ている。第Ⅱ部は、同じく第 1 の柱である「情報アクセス権」について、オーフス条約批准にあ

わせて制定された 2004 年環境情報規則に基づく環境情報開示制度の仕組みを、審判所や裁判所

の判断なども交えながら分析している。第Ⅲ部では、第 2 の柱である「意思決定への参加権」に

関して、特に環境許可決定過程への市民参加について、近年のイギリス政府による「ベター・レ

ギュレーション政策」の影響と共に検討している。第Ⅳ部では、第 3 の柱である「司法アクセス

権」について、市民が自然環境や文化遺産といったいわゆる「公益」を保護するために提起する

「環境公益訴訟」の理論や現状を原告適格と訴訟費用の観点から分析している。

 日本はオーフス条約を批准せず、これら市民参加制度の構築が不十分だと指摘されている。イ

ギリスにおけるこれらの制度の研究は、わが国における制度構築に大きな示唆を与えるものとな

ろう。



３．本研究と関連した今後の研究計画

今後は、自然環境や文化遺産のような「公益」を保護するために提起する公益訴訟の展開を研

究するだけでなく、イギリスにおける公益的訴訟参加の理論について研究を行う予定である。そ

の後、イギリス行政訴訟における司法裁量の理論についても研究を行う予定である。
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